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30 2 2

30 1 月 16日（火）～17日（水）

（消費税込み・テキスト代・問題集を含む）

東京事務所　教育課

29 19 20

11,940

火

（消費税込み・テキスト代を含む）

水

国宝　犬山城（愛知県犬山市） 東部材料試験室　志賀祐一朗氏撮影
　犬山城は豊臣秀吉が生まれた天文６年（1537）、織田信長の叔父である織田信康によって創建された、現存する日本最古の
木造天守です。木曽川のほとりの小高い山の上に建てられた最上階の天守からの眺めはまさに絶景。美しい木曽川の流れや、
御嶽山、岐阜城、名古屋駅ビルなど山あり川ありの絶景をご覧いただけます。
 （カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）



物
づ
く
り
の
原
点
は

〝
職
人
の
技
〟

　

十
一
月
に
は
「
ふ
い
ご
祭
」

を
す
る
。
鉄
工
業
者
の
多
い

東
京
の
下
町
で
も
年
中
行
事

の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。

ふ
い
ご
祭
り
は
「
た
た
ら
祭

り
」
と
も
い
い
、
鍛
冶
屋
、

鋳
物
師
、
飾
り
職
人
な
ど
ふ

い
ご
を
使
う
人
た
ち
に
よ
っ

て
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き

た
。
以
前
は
仕
事
を
休
ん
で

身
を
清
め
、職
場
を
清
め
て
、

し
め
縄
を
張
り
神
酒
を
い
た

だ
い
て
仕
事
の
無
事
を
祈
っ

た
の
で
あ
る
。

　

鎮
め
の
神
と
し
て
稲
荷

大
明
神
を
奉
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
お
稲
荷
さ
ん
は
縁
起
の

よ
い
神
様
で
あ
る
。
商
家
に

も
人
気
が
あ
る
。
お
稲
荷
さ

ん
の
御
霊
は
火
の
玉
で
象
徴

さ
れ
、
い
か
に
も
幻
想
的
な

感
じ
が
す
る
。

　

足
踏
み
の
大
型
の
ふ
い
ご

を
た
た
ら
と
い
う
。
古
代
、

鉄
を
農
具
や
武
器
に
使
用
す

る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
、
砂

鉄
と
木
炭
を
原
料
と
し
て
、

た
た
ら
を
使
っ
て
製
錬
し
た

と
い
う
。
そ
の
頃
の
製
錬
場

は
聖
域
と
さ
れ
て
い
た
。

　

鍛
冶
屋
さ
ん
の
仕
事
は
昔

の
人
た
ち
の
生
活
に
強
い
影

響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
と
に
刀

剣
を
鍛
冶
す
る
人
は
、
技
術

の
奥
義
を
神
秘
的
な
も
の
と

考
え
、
そ
の
作
品
に
は
加
護

を
受
け
た
神
霊
が
宿
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
所
持

す
る
人
は
〝
武
士
の
魂
〟
と

し
て
大
切
に
し
た
。
鎌
倉
時

代
に
相
州
伝
の
一
派
を
開
い

た
刀
工　

五
郎
正
宗
は
稲
荷

大
明
神
の
加
護
を
受
け
て
名

刀
を
打
ち
上
げ
た
と
い
う
伝

説
が
あ
り
、
そ
の
作
品
は
比

類
の
な
い
名
刀
の
ほ
ま
れ
が

高
い
。

　

江
戸
時
代
に
は
、
地
方
の

農
山
村
を
回
っ
て
農
具
や
刃

物
を
打
つ
旅
回
り
の
職
人
が

い
た
。
北
陸
の
能
登
や
丹
波

方
面
か
ら
来
る
人
が
多
か
っ

た
。
山
国
に
雪
が
や
っ
て
く

る
旧
暦
の
十
一
月
に
入
る
と

国
に
帰
り
、
ふ
い
ご
祭
り
を

し
て
仕
事
の
無
事
を
祈
っ
た

の
で
あ
る
。

　

昔
の
ふ
い
ご
祭
り
は
、
旧

暦
で
行
わ
れ
た
が
、
今
で
は

各
地
の
ふ
い
ご
祭
り
は
新
暦

で
行
わ
れ
京
都
伏
見
の
稲
荷

神
社
の
「
火
焚
祭
り
」
も

こ
の
日
に
行
わ
れ
る
。
厚
生

労
働
省
は
じ
め
ボ
イ
ラ
ー
関

連
業
界
で
は
、
こ
の
日
を
ボ

イ
ラ
ー
デ
ー
と
し
て
、
産
業

の
基
で
あ
る
ボ
イ
ラ
ー
を
奉

り
、
安
全
を
祈
願
す
る
こ
と

を
提
唱
し
て
い
る
。
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平
成
29
年
度
（
第
63
回
）

全
国
溶
接
技
術
競
技
会
「
東

部
地
区
・
神
奈
川
大
会
」
が

10
月
21
・
22
日
の
２
日
間
、

神
奈
川
県
横
浜
市
の
Ｉ
Ｈ
Ｉ

横
浜
事
業
所
を
舞
台
に
開
催

さ
れ
た
。

　

21
日
の
開
会
式
、
競
技
説

明
会
に
は
全
国
47
地
区
の
競

技
会
を
勝
ち
抜
き
、
都
道
府

県
を
代
表
し
た
腕
自
慢
が
集

ま
っ
た
。

　

翌
22
日
は
被
覆
ア
ー
ク
溶

接
の
部
56
人
・
半
自
動
ア
ー

ク
溶
接
の
部
56
人
合
計
１
１

２
人
の
選
手
が
卓
越
し
た
技

を
競
い
合
っ
た
。

　

東
京
都
溶
接
協
会
か
ら
出

場
し
た
渡
邉
真
貴
さ
ん
（
日

立
プ
ラ
ン
ト
コ
ン
ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
）
と
中
村
久
美
子
さ

ん
（
津
覇
車
輛
工
業
）
の
２

人
は
優
勝
を
目
指
し
て
奮
闘

し
た
。

　

競
技
成
績
の
結
果
は
外
観

審
査
と
エ
ッ
ク
ス
線
審
査
及

び
曲
げ
試
験
の
判
定
後
、
１

月
初
旬
に
発
表
さ
れ
る
予
定
。

5555
2929※

参
加
の
お
申
込
み
に
つ
い
て

●
申
込
受
付
期
間

　
平
成
29
年
11
月
15
日（
水
）〜
11
月
24
日（
金
）

●
申
込
先

　
左
記
の
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
へ
。
詳
細
は
左
記

の
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
後
援
・
日
刊
工
業
新
聞
社
協
賛
の

技
能
競
技
全
国
大
会
は
、
左
記
の
と
お
り
と
な
り

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

●
開
催
期
日 

平
成
30
年
１
月
19
日（
金
）

●
開
催
場
所

URL  http://www.bcsa.or.jp
E-mail  honbu.kyouikubu@bcsa.or.jp

第
63
回
「
全
国
溶
接
技
術
競
技
会
」
開
催

鞴ふ
い
ご

の
話

ふ
い
ご
祭
り

ボ
イ
ラ
ー
デ
ー
十
一
月
八
日
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〈無期転換ルール開始まで半年を切りました〉
　平成30年4月以後、期間の定めのある雇用契約をしている労働者が、一定の要件をクリアした場合に、期間の定めのない労働契約への切
り替えを申出る申込権が発生します。これは平成25年４月１日から施行された労働契約法第18条の改正により、有期労働契約が更新され
て通算５年を超えたときは、労働者の申込みがあれば、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年
とは平成25年４月１日以降に開始された契約からカウントします。対象は、原則として契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の
会社で通算５年を超える全ての労働者で、契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
　無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして
望ましいものではないとされています。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限を設定しても、雇止めが認め
られない場合もありますので、慎重な対応が必要となります。
　無期転換制度の導入にあたっては、以下の手順で行うよう行政から資料が出されております。
　１．有期社員の現状を把握　　　　　　　　　　　　　　　　２．職務を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を再考
　３．適用する労働条件の再検討および、就業規則の作成　　　４．運用と改善を行う
１．有期社員の現状を把握
　有期社員の人数、職務内容、月や週の労働時間、契約期間、更新回数、勤続年数（通算契約期間）、今後の働き方やキャリアに対する考え、
無期転換申込権の発生時期などを把握。そのほか、就業規則上で有期社員の定義が明確になっているか、正社員、有期社員の労働条件等
が就業規則、給与規定等においてどのように規定されているかも確認しましょう。

２．職務を整理し、社員区分ごとに任せる仕事を再考
　一般的にいう「正社員」とは、無期契約労働者を指します。有期社員が無期転換した場合、転換後の雇用区分に応じ、従来の「正社員」
と役割や責任を明確にしておかないと、トラブルが発生する恐れがあります。効果的な人事管理を行うために、以下のような整理が望ま
しいとされています。
⑴　仕事内容の分類
　現状で有期社員が従事している仕事について、基幹的な業務／補助的な業務と、業務の必要性が一時的／恒常的の２つの観点で分類す
ると、大きく３つのタイプに分けることができます。業務の必要性が一時的であれば、任せる業務内容に応じて、適した有期社員を活用
することになります。恒常的な仕事は、いわゆる「正社員」や雇用の定めのない無期転換社員などの無期労働契約の社員が担うことが求
められます。
⑵　有期社員の転換後の役割設定
　無期への転換方法には、主に次の３タイプがあります。
　①雇用期間の変更
　　 契約期間のみを有期契約から無期契約へ変更する転換です。賃金や労働時間など、その他の労働条件は変更されません。無期転換前

と比べ、職務や処遇を変更する必要がない社員が対象です。
　②多様な正社員への転換
　　いわゆる「正社員」と比較して、勤務地や労働時間、職務などの労働条件に制約を設けた正社員（「多様な正社員」）への転換です。
　　 多様な正社員では、転勤がない、残業時間に制限を設けるなどにより、働き方に制約がある社員が働き続けやすいなどのメリットが

あります。
　③正社員への転換
　　 業務内容に制約がなく、入社後定年に達するまで勤務することを想定した、一般に「正社員」「総合職」等と呼ばれるいわゆる「正社

員」転換となります。

３．適用する労働条件の再検討および、就業規則の作成
　有期社員と労働条件が同一の無期契約労働者の増加が見込まれます。無期転換者用の就業規則を作成し、それぞれの条件を明確化する
ことも重要です。既存の就業規則をいわゆる「正社員就業規則」とするなら、転換者をここから除外する必要もあるので、適宜修正が必
要です。 なお、無期転換者と正社員の仕事内容や責任の範囲、労働条件などに差異がないにもかかわらず、処遇や評価に差異がある場合、
妥当性や社員の納得性に留意した処遇や評価制度にすることが求められます。

４．運用と改善を行う
　無期転換申込権について、労働者に対して事前に説明することが望ましいとされています。また、転換時によって勤務地の限定がなく
なったり、時間外労働が発生するなど、働き方に変化が生じる場合があります。

「一人でも雇ったら」入ろう。労働保険。「一人でも雇ったら」入ろう。労働保険。「一人でも雇ったら」入ろう。労働保険。
─── 11月は「労働保険適用促進月間」です ───

★ 労働保険（労災保険・雇用保険）は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・
増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。
★ 労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立（加入）
手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
★ 事業主が成立（加入）手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100％
又は40％を徴収することになります。
★各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。
★ 未だ成立（加入）手続を行っていない事業主の方は、速やかに最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所（ハローワーク）へ
ご相談ください。

　　■ハローワーク木場　℡ 03-3643-8609　　　■亀戸労働基準監督署　　℡ 03-3637-8132
　　■ハローワーク墨田　℡ 03-5669-8609　　　■江戸川労働基準監督署　℡ 03-6681-8232
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※　上段は学科　　下段は実技 講　　習　　予　　定　　表 公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会
URL:http://www.bcsa.or.jp

神奈川事務所

茨 城 事 務 所

〒231－0007

〒300－0875

栃 木 事 務 所

甲 信 事 務 所

〒322－0016 鹿沼市流通センター46番地

横浜市中区弁天通4－59
横浜弁天通第一生命ビル 3 階

TEL 045－662－2860
FAX 045－662－8768

東 京 事 務 所

ボイラ・クレーン
安 全 協 会

〒136－0071 江東区亀戸1－28－6
タニビル 5 階

〒136－0071 江東区亀戸6－41－20
機缶健保会館 2 階

TEL 03－3685－5222
FAX 03－3685－5746

TEL 03－3684－5551
FAX 03－3685－2189

千 葉 事 務 所 〒260－0028 千葉市中央区新町18－10
千葉第一生命ビル 2 階

TEL 043－247－5532
FAX 043－247－5576

埼 玉 事 務 所 〒330－0801 さいたま市大宮区土手町1－2
JA共済埼玉ビル 6 階

TEL 048－643－1543
FAX 048－643－1524

TEL 0289－72－1717
FAX 0289－76－6090
TEL 055－287－9511
FAX 055－287－9512

TEL 029－843－0740
FAX 029－841－1968

土浦市中荒川沖町2－6
ツインビル 3 階

山梨県南アルプス市
下今諏訪610番 9〒400－0212

講習名 事務所 11 月 12 月 1 月

玉
掛
け
技
能
講
習

東 京
	 14	 	 15 	 14	 	 15 	 15	 	 16
	 	 18 	 	 17 	 	 21

千 葉
	 16	 	 17 	 9	 	 10
	 	 19 	 	 14

埼 玉
	 6	 	 7 	 17	 	 18
	 	 9 	 	 21

神奈川
	 19	 	 20 	 16	 	 17
	 	 24 	 	 21

茨 城
	 7	 	 8
	 	 10

栃 木
	 7	 	 8 	 5	 	 6 	 23	 	 24
	 	 9 	 	 7 	 	 25

甲 信
	 16	 	 17 	 14	 	 15 	 11	 	 12
	 	 19 	 	 17 	 	 14

小
型
移
動
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

東 京

千 葉
	 20	 	 21
	 	 24

埼 玉

神奈川

茨 城

栃 木
	 16	 	 17 	 18	 	 19
	 	 19 	 	 21

甲 信
	 6	 	 7
	 	 8

講習名 事務所 11 月 12 月 1 月

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習

東 京
	 	 2 	 	 8 	 17	 	 18
	 5	 11	 12 	 9	 10	 16 	 20	 27	 28

千 葉
	 6	 	 7
	 10	 16	 17

埼 玉
	 	 6 	 23	 	 24
	 18	 25	 26 	 27	 2/3	 2/4

神奈川
	 	 7
	 10	 16	 17

茨 城
	 	 10
	 12	 19	 26

栃 木
	 	 2 	 	 14 	 	 8 	 	 12 	 	 16
	 3	 4	 5 	15	16	17 	 9	 10	 17 	13	14	20 	17	18	19

甲 信

床
上
操
作
式
ク
レ
ー
ン
運
転
技
能
講
習

東 京
	 21	 	 22
	 	 23

千 葉
	 21	 	 22
	 	 26

埼 玉
	 8	 	 9 	 13	 	 14
	 	 11 	 	 16

神奈川
	 21	 	 22
	 	 26

茨 城
	 18	 	 19
	 	 21

栃 木
	 11	 	 12
	 	 13

甲 信
	 21	 	 22 	 18	 	 19
	 	 23 	 	 20

★他の講習も実施しています。詳細については、各事務所にお問合わせください。

日
時
・
会
場

　

◦
十
二
月
二
日（
土
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
十
二
月
三
日（
日
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
一
月
十
三
日（
土
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
一
月
十
四
日（
日
）　　

東
京
都
溶
接
協
会

予
告

　

◦
二
月
三
日（
土
）　　
　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
二
月
四
日（
日
）　　
　

東
京
都
溶
接
協
会

　

◦
二
月
十
七
日（
土
）　　

城
東
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

　

◦
二
月
二
十
五
日（
日
）　

多
摩
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

一
、
日
時
・
会
場

　

学
科
＝
十
一
月
二
十
八
日（
火
）午
前
九
時
五
十
分
〜
午
後
〇
時

　

実
技
＝
十
一
月
二
十
八
日（
火
）午
後
一
時
〜
午
後
五
時

二
、
受
講
料（
税
込
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員　

一
五
、五
〇
〇
円

　
　
　
　

被
覆
ア
ー
ク
溶
接　
　
　

一
般　

一
六
、五
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
員　

一
八
、五
〇
〇
円

　
　
　
　

炭
酸
ガ
ス
半
自
動
溶
接　

一
般　

一
九
、五
〇
〇
円

学
科
の
み
の
受
講
も
可（
三
、六
〇
〇
円
税
込
）

１
日
▽
教
育
文
化
週
間

　
　
　

灯
台
記
念
日

２
日
▽
唐
津
く
ん
ち

３
日
▽
文
化
の
日

　
　
　

明
治
神
宮
例
祭

４
日
▽
消
費
者
セ
ン
タ
ー
開
設
記
念
日

６
日
▽
一
の
酉

７
日
▽
立
冬

８
日
▼
ボ
イ
ラ
ー
デ
ー

　
　
　

ふ
い
ご
祭

　
　
　

京
都
伏
見
稲
荷
火
焚
祭

　
　
　

世
界
都
市
計
画
の
日

９
日
▽
秋
の
火
災
予
防
運
動（
〜
15
日
）

　
　
　

１
１
９
番
の
日

11
日
▽
世
界
平
和
記
念
日

15
日
▽
七
五
三

　
　
　

本
州
・
四
国
・
九
州
一
般

　
　
　

鳥
獣
狩
猟
解
禁

17
日
▽
将
棋
の
日

　
　
　
市
川
中
山
法
華
経
寺
御
会
式

　
　
　
第
19
回
産
業
と
き
め
き
フ
ェ
ア

　
　
　
　

in ED
O

GA
W

A

　
　
　
（
〜
18
日
タ
ワ
ー
ホ
ー
ル
船
堀
）

18
日
▽
二
の
酉

21
日
▽
京
都
東
本
願
寺
報
恩
講（
〜
28
日
）

ハ
イ
ウ
ェ
イ
テ
ク
ノ
フ
ェ
ア2017

高
速
道
路
を
支
え
る
最
先
端
技
術

　
　
　
（
〜
22
日
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
）

22
日
▽
豊
川
稲
荷
秋
季
大
祭

23
日
▽
勤
労
感
謝
の
日

28
日
▽
税
関
記
念
日

　
　
　

親
鸞
聖
人
忌

30
日
▽
三
の
酉

※ 

行
事
・
祭
は
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。事
前
に
関
係
諸

団
体
に
ご
確
認
下
さ
い
。

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

Ｊ
Ｉ
Ｓ
溶
接
評
価
試
験

受
験
準
備
講
習
会

〈申  込  先〉
一般社団法人

東京都溶接協会
東京都江東区大島 3 ─ 1 ─ 11

産学協同センター内
TEL　03─3685─5448
FAX　03─3682─4902


